
● 各地区労働衛生管理推進大会の状況
● 宮良前八重山支部長を悼む
● うちなー健康経営推進団体の認証
● 年次有給休暇取得促進月間のお知らせ
● 沖縄労働局から
　 県内における令和６年の定期健診結果
　 最低賃金改正について
　 令和７年労働災害・死亡災害発生状況（７月末現在）
● 講習会のご案内（令和 7 年１１月分）
● 新規加入事業場のご紹介（令和 7 年８月 16 日～９月 15 日）
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発行所／一般社団法人 沖縄県労働基準協会
　　　　〒900-0001  那覇市港町 2-5-23
　　　　電 話：098-868-2826
　　　　 FAX ： 098-869-1714
発行人／会 長　島袋　清人
定　価／ 1 部 50 円
　　　　（会員の購読料は会費の中に含む）
ホームページ　https://www.okinawa-roukikyo.org/

幻想的な天体ショー・皆既月食
「3年ぶりに観る「皆既月食」を自宅のベランダより午前
3時半から同4時頃にかけて撮りました。天気にも恵ま
れ、地球の影に覆われた「赤銅色」に輝いた幻想的な月
が西の夜空で輝いていました。」

（撮影地  南風原町  撮影者・写真提供：屋良　学 氏）
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9月9日（火）、沖縄産業支援センター（大ホール）にて令和7年度那覇地区労働衛生管理推進大
会を開催し、58事業所101名が参加しました。

参加者全員で黙祷を捧げたあと、翁長港災防事務局主管者のあい
さつで開会し、その後小池那覇労働基準監督署長から来賓あいさつを
いただき、佐喜真那覇署安衛課長から労働衛生週間の取り組みについ
て説明があり、協会けんぽの谷川保健師からは「事業所における高血圧対策」について講演が

ありました。特別講演ではうちなー健康経営推進事業を活用し株式会社ホウゴの大宜見
かおり管理栄養士より「生活習慣病と高血圧の予防～食事・運動・睡眠を通じて」と題し
講演をいただきました。また、参加者全員で「３０秒エクササイズ」を行いました。
当協会那覇支部安全衛生部会を中心に参加者全員で指差唱和が行われ、林災防沖縄
支部の小山幹太支部長より大会宣言の読み上げ後、無事採択され、健康職場を誓い大会
は無事終了しました。

９月１７日（水）、沖縄市産業交流センターにて令和7年度中部地区労働衛生管理推進大会を開催
し、６９事業所１１８名が参加しました。
参加者全員で黙とうを捧げたあと、共催者を代表して金城中部支部長のあいさつで開会し、本大

会を機に労働衛生に関する意識を高めるとともに、労働者の健康管理や職
場環境の改善など、労働衛生管理活動の一層の促進に努められるよう呼
びかけました。

南沖縄労働基準監督署長から来賓あいさつをいただき、城間労働基準監督官からは、健康診断
実施後の医師からの意見等の説明がありました。特別講演では、株式会社ホウゴの玉城和弥氏によ
り「健康で元気な職場づくり！本気のラジオ体操セミナー」と題してラジオ体操の効果について実践
を交えた講話が行われました。
大会宣言は建災防中部分会長の石川裕憲氏により読み上げ後、採択され、建災防中部分会安全指導者の松田司氏を代表
に全員参加で指差唱和を行い、健康職場を誓いました。

令和７年度令和７年度令和７年度令和７年度令和７年度 各地区各地区各地区各地区各地区

那覇地区

中部地区

労働衛生管理推進大会 ９月１０日（水）、北部会館3階研修室にて令和7年度北部地区労働衛生管理推進大会を開催し、
４９事業所１０９名が参加しました。
参加者全員で黙とうを捧げたあと、宮城広昭北部支部長のあいさつがあり、「働く方々の健康と
安全を守ることは、企業の持続的な成長のみならず、地域社会の活力にもつながる重要な課題であ

る」と呼びかけました。渋谷名護労働基準監督署長からは来賓あいさつを
いただき、酒井監督・安衛課長からは、労働衛生週間の取り組みについて
説明がありました。その後、名護労働基準監督署長表彰として拓南製鐵株式会社石灰工場副班長の
松田智喜氏への表彰状授与式を執り行いました。
そして協会けんぽの谷川聖氏から高血圧対策についての講演をいただき、特別講演では、株式会社

ホウゴの玉城和弥氏により「職場でできる、簡単！腰痛予防エクササイズ」と題して参加者でエクササイズを実践しました。特
別セミナーとして菅原稔労働安全コンサルタントより職場における受動喫煙防止対策の講演をいただき、大会宣言は建災防
北部分会・株式会社北勝建設の崎山ひなた氏の読み上げ後、採択され、建災防北部分会安全指導者の末吉業忠氏を代表に
全員参加で指差唱和を行い、建災防沖縄北部分会の仲程俊郎分会長の閉会のあいさつで、健康職場を誓いました。

9月３日（水）宮古島市中央公民館多目的ホールにて、令和７年度宮古地区衛生大会を開催35事業所88名が参加し
ました。

参加者全員で黙とう後、亀川康則陸災防宮古分会長のあいさつにより開会し、渡真利勝宮古支
部長からは、「各職場における労働衛生管理活動を通して、労働者の心身の健康確保と快適な職
場環境を目指した取り組みをお願いしたい」旨のあいさつがありました。その後、瀬底正亮宮古
労働基準監督署長から来賓あいさつをいただき、同監督署の中野哲太郎監督官からは、労働衛生
週間の趣旨についての説明がありました。
特別講演では、協会けんぽの橋口尚幸氏から「健診結果から始める健康づくり」と題しての講
演がありました。大会宣言は港災防宮古支部の徳村政治宮古支部長より読み上げ後採択され、建
災防沖縄県支部宮古分会安全指導者を中心に参加者全員でスローガンに向かい指差唱和を行い、
建災防沖縄宮古分会の友利勝人分会長の閉会のあいさつで、労働衛生の意識を高めました。

北部地区

宮古地区
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9月9日（火）、沖縄産業支援センター（大ホール）にて令和7年度那覇地区労働衛生管理推進大
会を開催し、58事業所101名が参加しました。

参加者全員で黙祷を捧げたあと、翁長港災防事務局主管者のあい
さつで開会し、その後小池那覇労働基準監督署長から来賓あいさつを
いただき、佐喜真那覇署安衛課長から労働衛生週間の取り組みについ
て説明があり、協会けんぽの谷川保健師からは「事業所における高血圧対策」について講演が

ありました。特別講演ではうちなー健康経営推進事業を活用し株式会社ホウゴの大宜見
かおり管理栄養士より「生活習慣病と高血圧の予防～食事・運動・睡眠を通じて」と題し
講演をいただきました。また、参加者全員で「３０秒エクササイズ」を行いました。
当協会那覇支部安全衛生部会を中心に参加者全員で指差唱和が行われ、林災防沖縄
支部の小山幹太支部長より大会宣言の読み上げ後、無事採択され、健康職場を誓い大会
は無事終了しました。

９月１７日（水）、沖縄市産業交流センターにて令和7年度中部地区労働衛生管理推進大会を開催
し、６９事業所１１８名が参加しました。
参加者全員で黙とうを捧げたあと、共催者を代表して金城中部支部長のあいさつで開会し、本大
会を機に労働衛生に関する意識を高めるとともに、労働者の健康管理や職
場環境の改善など、労働衛生管理活動の一層の促進に努められるよう呼
びかけました。

南沖縄労働基準監督署長から来賓あいさつをいただき、城間労働基準監督官からは、健康診断
実施後の医師からの意見等の説明がありました。特別講演では、株式会社ホウゴの玉城和弥氏によ
り「健康で元気な職場づくり！本気のラジオ体操セミナー」と題してラジオ体操の効果について実践
を交えた講話が行われました。
大会宣言は建災防中部分会長の石川裕憲氏により読み上げ後、採択され、建災防中部分会安全指導者の松田司氏を代表
に全員参加で指差唱和を行い、健康職場を誓いました。

令和７年度令和７年度令和７年度令和７年度令和７年度 各地区各地区各地区各地区各地区

那覇地区

中部地区

労働衛生管理推進大会 ９月１０日（水）、北部会館3階研修室にて令和7年度北部地区労働衛生管理推進大会を開催し、
４９事業所１０９名が参加しました。
参加者全員で黙とうを捧げたあと、宮城広昭北部支部長のあいさつがあり、「働く方々の健康と
安全を守ることは、企業の持続的な成長のみならず、地域社会の活力にもつながる重要な課題であ

る」と呼びかけました。渋谷名護労働基準監督署長からは来賓あいさつを
いただき、酒井監督・安衛課長からは、労働衛生週間の取り組みについて
説明がありました。その後、名護労働基準監督署長表彰として拓南製鐵株式会社石灰工場副班長の
松田智喜氏への表彰状授与式を執り行いました。
そして協会けんぽの谷川聖氏から高血圧対策についての講演をいただき、特別講演では、株式会社

ホウゴの玉城和弥氏により「職場でできる、簡単！腰痛予防エクササイズ」と題して参加者でエクササイズを実践しました。特
別セミナーとして菅原稔労働安全コンサルタントより職場における受動喫煙防止対策の講演をいただき、大会宣言は建災防
北部分会・株式会社北勝建設の崎山ひなた氏の読み上げ後、採択され、建災防北部分会安全指導者の末吉業忠氏を代表に
全員参加で指差唱和を行い、建災防沖縄北部分会の仲程俊郎分会長の閉会のあいさつで、健康職場を誓いました。

9月３日（水）宮古島市中央公民館多目的ホールにて、令和７年度宮古地区衛生大会を開催35事業所88名が参加し
ました。

参加者全員で黙とう後、亀川康則陸災防宮古分会長のあいさつにより開会し、渡真利勝宮古支
部長からは、「各職場における労働衛生管理活動を通して、労働者の心身の健康確保と快適な職
場環境を目指した取り組みをお願いしたい」旨のあいさつがありました。その後、瀬底正亮宮古
労働基準監督署長から来賓あいさつをいただき、同監督署の中野哲太郎監督官からは、労働衛生
週間の趣旨についての説明がありました。
特別講演では、協会けんぽの橋口尚幸氏から「健診結果から始める健康づくり」と題しての講

演がありました。大会宣言は港災防宮古支部の徳村政治宮古支部長より読み上げ後採択され、建
災防沖縄県支部宮古分会安全指導者を中心に参加者全員でスローガンに向かい指差唱和を行い、
建災防沖縄宮古分会の友利勝人分会長の閉会のあいさつで、労働衛生の意識を高めました。

北部地区

宮古地区
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　9月3日（水）、石垣市市民会館中ホールにて令和7年度八重山地区労働衛生大会を行い、46事業
所85名が参加しました。
八重山地域産業保健センターの宮良代表の開会あいさつの後、労働基準協会八重山支部安全衛生
部会員を筆頭に、参加者全員で全国労働衛生週間のスローガンの指差唱和を行い労働衛生の意識を

高めました。
主催者を代表して米盛労働基準協会八重山支部長があいさつの中で「この大会を機に職場における

労働衛生の意識をより一層高めるとともに、労使一体となって職場環境の改善に向けて取り組みを強
化することを期待したい。」と呼び掛けました。
津田八重山労働基準監督署長、中山八重山市町会会長代理の宮良石垣市農水商工部長及び髙江洲

沖縄県八重山事務所長から来賓あいさつがありました。そして同監督署神谷監督・安衛課長からは労働衛生週間の取り組み
について説明がありました。
その後、産保センターメンタルヘルス対策・両立支援促進員の御子柴由紀子氏より「誰もがいききいきと安心して働ける職
場づくりに向けて」と題した講演があり、八重山保健所健康推進班班長竹本のぞみ氏からは「脂質異常症」の特別講演が行

われ、健康管理と生活習慣病の重要性
についての説明がありました。
大会宣言は、建災防沖縄県支部八重
山分会の照屋副分会長により読み上げ
られ、参加者全員の総意により採択さ
れました。最後に港災防沖縄総支部八
重山支部の高那支部長の閉会あいさつ
で健康職場を誓いました。

本年６月12日の総会まで八重山支部長を務めていただいた宮良博文

氏は病気療養中のところ、６月21日に逝去されました。

平成15年に当協会八重山支部の運営委員に就任され、平成16年から7

年間副支部長を経て平成23年より支部長を務め、長年にわたり、当協会

全体の活動や助言指導を行ってきました。さらに長期間、玉掛けを始

め、多くの技能講習の講師を務め八重山地区の事業場の資格取得及び

安全意識の高揚と安全衛生水準の向上に尽力していただきました。

今年度９月の全国産業安全衛生大会では緑十字賞の受賞が決定して

いたところ、奥様の宮良久美子様が授賞式に出席されました。

これまでの多大なる貢献とその功績に感謝するとともに、故人のご冥

福を会員一同心よりお祈り申し上げます。

【宮良博文前八重山支部長を悼む】

八重山地区

 年次有給休暇 を上手に活用し働き方・休み方を見直しましょう
●「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
●年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。

●働き方・休み方改善ポータルサイト　https://work-holiday.mhlw.go.jp/

年次有給休暇取得促進特設サイト

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

年休取得促進
特設サイト▶

10月は「年次有給休暇
 取得促進期間」です。
10月は「年次有給休暇
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2）日数 付与日数から５日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。

年次有給休暇の付与日数が10日の労働者 年次有給休暇の付与日数が20日の労働者

◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から５日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。

例 1 例 2

5日 5日 15日 5日
事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる 事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる

3）活用方法
方式 年次有給休暇の付与の方法 適した事業場、活用事例

企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。

全従業員に対して同一の日に付与

班・グループ別に交替で付与

個人別に付与

製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用

流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用

年次有給休暇付与計画表により各人の年次有給休暇を指定

一斉付与方式
交替制付与方式
個人別付与方式

　「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除い
た残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる
制度です。この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予
定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。

 年次有給休暇 を上手に活用し
働き方・休み方を見直しましょう

年次有給休暇を土日と組み合わせると、連続休暇になります。
また、      点囲みのような日に年次有給休暇をさらに組み
合わせること（プラスワン休暇）も考えられます。

例えば、毎週金曜日に
年次有給休暇の計画的付与を活用すると？

1）年次有給休暇付与計画表による
　 個人別付与方式の導入例

2023年１０月

日 月 火 水 木 金 土
2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

Aさんの
計画年休

Bさんの
計画年休

年休の計画的付与期間

この期間に個人ごとに
計画年休を取得

スポーツの日 プラスワン休暇

それぞれの方式に関する労使協定や就業規則などの例は
『年次有給休暇取得促進特設サイト』をご確認ください ▶ 年休取得促進

特設サイト

年５日の年次有給休暇を確実に取得しましょう。

年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。

全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、
年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要です。

労使協定によって時間単位の年次有給休暇の活用もできます。

※分単位など時間未満の単位での取得は認められません。また、時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な 5日間から差し引くことはできません。

「うちなー健康経営推進団体」に「うちなー健康経営推進団体」に
認証されました！認証されました！

　当協会は令和７年８月20日、「令和７年度うち
なー健康経営推進事業」のひとつである「うちなー
健康経営推進団体」に認証されました。
　今後、会員事業場向けに、健康づくりに関するセ
ミナーやイベントを開催し、健康経営推進へのきっ
かけ作りなどを支援するほか、職場の健康づくり
の輪を会員へ広げる活動を推進していきます。
　事業場内での展開を検討される会員の皆様は協
会本部へお問い合わせください。

当
協
会
が
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　9月3日（水）、石垣市市民会館中ホールにて令和7年度八重山地区労働衛生大会を行い、46事業
所85名が参加しました。
八重山地域産業保健センターの宮良代表の開会あいさつの後、労働基準協会八重山支部安全衛生
部会員を筆頭に、参加者全員で全国労働衛生週間のスローガンの指差唱和を行い労働衛生の意識を

高めました。
主催者を代表して米盛労働基準協会八重山支部長があいさつの中で「この大会を機に職場における
労働衛生の意識をより一層高めるとともに、労使一体となって職場環境の改善に向けて取り組みを強
化することを期待したい。」と呼び掛けました。
津田八重山労働基準監督署長、中山八重山市町会会長代理の宮良石垣市農水商工部長及び髙江洲

沖縄県八重山事務所長から来賓あいさつがありました。そして同監督署神谷監督・安衛課長からは労働衛生週間の取り組み
について説明がありました。
その後、産保センターメンタルヘルス対策・両立支援促進員の御子柴由紀子氏より「誰もがいききいきと安心して働ける職
場づくりに向けて」と題した講演があり、八重山保健所健康推進班班長竹本のぞみ氏からは「脂質異常症」の特別講演が行

われ、健康管理と生活習慣病の重要性
についての説明がありました。
大会宣言は、建災防沖縄県支部八重

山分会の照屋副分会長により読み上げ
られ、参加者全員の総意により採択さ
れました。最後に港災防沖縄総支部八
重山支部の高那支部長の閉会あいさつ
で健康職場を誓いました。

本年６月12日の総会まで八重山支部長を務めていただいた宮良博文

氏は病気療養中のところ、６月21日に逝去されました。

平成15年に当協会八重山支部の運営委員に就任され、平成16年から7

年間副支部長を経て平成23年より支部長を務め、長年にわたり、当協会

全体の活動や助言指導を行ってきました。さらに長期間、玉掛けを始

め、多くの技能講習の講師を務め八重山地区の事業場の資格取得及び

安全意識の高揚と安全衛生水準の向上に尽力していただきました。

今年度９月の全国産業安全衛生大会では緑十字賞の受賞が決定して

いたところ、奥様の宮良久美子様が授賞式に出席されました。

これまでの多大なる貢献とその功績に感謝するとともに、故人のご冥

福を会員一同心よりお祈り申し上げます。

【宮良博文前八重山支部長を悼む】

八重山地区

 年次有給休暇 を上手に活用し働き方・休み方を見直しましょう
●「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
●年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。

●働き方・休み方改善ポータルサイト　https://work-holiday.mhlw.go.jp/

年次有給休暇取得促進特設サイト

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

年休取得促進
特設サイト▶

10月は「年次有給休暇
 取得促進期間」です。
10月は「年次有給休暇
 取得促進期間」です。

秋
の
休
暇
を
楽
し
ん
で

心
に
残
る
思
い
出
を
。

秋
の
休
暇
を
楽
し
ん
で

心
に
残
る
思
い
出
を
。

2）日数 付与日数から５日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。

年次有給休暇の付与日数が10日の労働者 年次有給休暇の付与日数が20日の労働者

◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から５日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。

例 1 例 2

5日 5日 15日 5日
事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる 事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる

3）活用方法
方式 年次有給休暇の付与の方法 適した事業場、活用事例

企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。

全従業員に対して同一の日に付与

班・グループ別に交替で付与

個人別に付与

製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用

流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用

年次有給休暇付与計画表により各人の年次有給休暇を指定

一斉付与方式
交替制付与方式
個人別付与方式

　「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除い
た残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる
制度です。この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予
定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。

 年次有給休暇 を上手に活用し
働き方・休み方を見直しましょう

年次有給休暇を土日と組み合わせると、連続休暇になります。
また、      点囲みのような日に年次有給休暇をさらに組み
合わせること（プラスワン休暇）も考えられます。

例えば、毎週金曜日に
年次有給休暇の計画的付与を活用すると？

1）年次有給休暇付与計画表による
　 個人別付与方式の導入例

2023年１０月

日 月 火 水 木 金 土
2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

Aさんの
計画年休

Bさんの
計画年休

年休の計画的付与期間

この期間に個人ごとに
計画年休を取得

スポーツの日 プラスワン休暇

それぞれの方式に関する労使協定や就業規則などの例は
『年次有給休暇取得促進特設サイト』をご確認ください ▶ 年休取得促進

特設サイト

年５日の年次有給休暇を確実に取得しましょう。

年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。

全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、
年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要です。

労使協定によって時間単位の年次有給休暇の活用もできます。

※分単位など時間未満の単位での取得は認められません。また、時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な 5日間から差し引くことはできません。

「うちなー健康経営推進団体」に「うちなー健康経営推進団体」に
認証されました！認証されました！

　当協会は令和７年８月20日、「令和７年度うち
なー健康経営推進事業」のひとつである「うちなー
健康経営推進団体」に認証されました。
　今後、会員事業場向けに、健康づくりに関するセ
ミナーやイベントを開催し、健康経営推進へのきっ
かけ作りなどを支援するほか、職場の健康づくり
の輪を会員へ広げる活動を推進していきます。
　事業場内での展開を検討される会員の皆様は協
会本部へお問い合わせください。

当
協
会
が
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令和６年 職場における定期健康診断実施結果について

１ ポイント　

令和７年９月９日沖縄労働局発表

沖縄労働局から

◆　資料詳細については、沖縄労働局のホームページをご参照ください。
　　なお、担当部署は、沖縄労働局　労働基準部　健康安全課（電話番号　098-868-4402）です。

～有所見率（70.7%（※1 ））は昨年に比べ0.1ポイント改善～
　沖縄労働局（局長　柴田 栄二郎）は、令和６年に事業場から提出された定期健康診断結果報告書
に基づき､定期健康診断実施結果の状況（※２）を取りまとめました｡
（※１）「有所見率」とは、受診した労働者のうち健康診断の項目に何らかの異常の所見がある方の割合をいう。
（※２） 今回の発表内容は､県内５か所の労働基準監督署に報告のあったのべ 1,156 事業場（受診者 115,673 人）において実施された定期健康診断結果報

告書に基づくものです。

（１）有所見率は全国ワースト２位
①有所見率は前年比 0.1 ポイント改善の 70.7% となり、平成 23 年から令和 4 年まで全国最下位から抜け出し、
令和 5年に引き続き全国ワースト２位となった。
②全国平均値との格差は11.3 ポイントとなり、昨年に比べ 0.6 ポイント縮まった。

（２）健診項目別の有所見率 
　血中脂質が30.9%（全国平均 31.2%）で最も高く、次いで血圧 25.4%（全国平均18.4%）、肝機能 24.2%（全
国平均16.2%）の順とで高い。また、尿（糖）、喀痰以外のすべての検診項目で有所見率が全国平均値より高い。

（３）有所見率の高い３業種　
「製造業（80.3%）」、「運輸交通業（76.8%）」、建設業（75.0）」等において（有）所見率が高い

　沖縄県最低賃金は現行の時間額952円から71円引き上げ、時間額１，０２３円に改正することが沖縄地方最低賃
金審議会より答申され、官報公示を経て、本年１２月１日に発効される予定となりました。
　沖縄労働局では最低賃金引上げ等の環境整備のための支援策として『沖縄県版支援パッケージ』を策定し、賃
金引上げや生産性向上に関する支援、融資制度など中小企業・小規模事業者への支援を展開しております。詳しく
は沖縄労働局ホームページのトップ画面を確認ください。

沖縄県の最低賃金が改正されます
時間額１,０２３円（令和７年１２月１日発効）
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令和7年 業種別署別労働災害発生状況（7月末累計）

令和7年死亡災害発生状況（7月末現在）

令和7年(7月末累計) 令和6年(7月末累計) 局計対令和6年比較

※死亡災害報告(速報)によるため、労働者死傷病報告にて集計している労働災害発生状況の死亡者数と一致しないことがある。
※記載された情報は今後の調査により修正される場合がある。

年・署別・局計等

業　　種 増減数（人）増減率（％）那覇 沖縄 名護 宮古 八重山 局計 那覇 沖縄 名護 宮古 八重山 局計

港 湾 荷 役 業

林 業

農 業、 畜 産・ 水 産 業

第三次産業（運輸を除く）

商 業

小 売 業

接 客 娯 楽 業

旅 館 ・ ホ テ ル

飲 食 店

保 健 衛 生 業

社 会 福 祉 施 設

ビルメンテナンス業

そ の 他 の 業 種

全 産 業

製 造 業

食 料 品 製 造 業

鉱 業

建 設 業

土 木 工 事 業

建 築 工 事 業

交 通 運 輸 事 業

陸 上 貨 物 運 送 事 業

港 湾 荷 役 業

林 業

農 業、 畜 産・ 水 産 業

第三次産業（運輸を除く）

商 業

接 客 娯 楽 業

保 健 衛 生 業

ビルメンテナンス業

全 産 業

7

6

4

1

1

1

1

2

13

2

2

3

3

5

3

1

2

28

5

2

2

2

1

1

14

3

2

6

4

2

1

1

2

23

106

71

0

83

14

47

12

37

4

2

13

419

130

94

92

38

32

92

62

22

83

676

40

19

48

3

38

15

34

1

1

231

81

49

23

4

14

63

53

15

49

370

41

24

41

8

27

9

5

140

38

30

25

7

14

26

21

15

36

236

10

7

10

2

5

3

28

8

6

10

7

1

5

5

5

51

7

5

8

8

21

4

3

8

6

4

3

2

3

36

4

2

2

1

1

1

1

1

28

2

1

14

8

4

5

5

1

6

38

102

57

0

109

14

78

16

43

2

1

10

448

133

89

80

32

33

103

87

33

99

731

4

14

0

26

0

31

4

6

2

1

3

29

3

5

12

6

1

11

25

11

16

55

3.9

24.6

-

23.9

0.0

39.7

25.0

14.0

100.0

100.0

30.0

6.5

2.3

5.6

15.0

18.8

3.0

10.7

28.7

33.3

16.2

7.5

64

38

30

3

17

8

25

4

5

212

83

54

31

14

11

49

28

11

38

330

6

3

12

3

6

2

1

3

31

5

4

11

5

2

7

6

2

6

55

42

22

35

7

21

4

8

2

149

37

32

41

12

19
29

24

7

35

240

沖縄労働局
(新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く)

(新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く)

1.　労働者死傷病報告により作成したもの。  4. 交通運輸事業は、鉄道・軌道・水運・航空業、道路旅客運送業を示す。
2.　被災者数の枠の左側（  ）は死亡者数で内数。  5. 陸上貨物運送事業は、道路貨物運送業、その他の運輸交通業及び港湾荷役業を除く貨物取扱業を示す。
3.　｢▽｣は減少を示す。  6. その他の業種は、金融広告業、映画・演劇業、通信業、教育研究、清掃・と畜（ﾋ ﾙ゙ﾒﾝ除く）、官公署、その他の事業を示す。

（注）

オーダーピッキングトラックフォークリフトのフォークに乗せたパレットの
上で荷を扱っていたところ、高さ1m58cmから墜落したもの。

イベントで、ヘリコプターの離着陸の様子をビデオ撮影していたところ、
ヘリコプターの吹きおろしの風に煽られて転倒し、頭部を打撲し病院搬
送後死亡したもの。

汚水原水槽の汚水を、ホースで浄化槽に移すため、当該浄化槽の幅17cm程度
のへり上で、付近の塩ビパイプにホースを巻き付け固定しようとした際、劣化し
ていたホースが千切れ、その反動で浄化槽内に墜落し、槽内でおぼれたもの。

沖縄労働局

1 那 覇 フォークリフト 一般貨物自動車運送業 300～

300～

1～9

3月上旬 50歳代

2 沖 縄 その他の環境 その他事業 4月下旬 60歳代
以上

3 名 護 建築物、構築物 畜産業 4月下旬 40歳代

労働者数
（規模別） 発生状況番号 所轄署 事故の型 起因物 業種別 発生時期 年齢

墜落・転落

転倒

おぼれ

会 場 ラグナガーデンホテル10月10日（金） 14：00～

特別
講演「碧き国琉球のコミュニケーション術」

（琉球歴史文化研究所クボウグランデ）講師 氏賀数　仁然

(0) (0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(0)
(0)
(1)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(3) (0)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)

(1)

(2) (0)

(1)
(1)
(0)
(3)
(0)
(3)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(4)

▽

▽
▽
▽

▽
▽

▽
▽
▽
▽
▽
▽

▽

▽
▽
▽

▽
▽

▽
▽
▽
▽
▽
▽

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)
(1)

沖縄県産業安全衛生大会令和 7 年度
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沖縄県労働基準協会だより

（令和 7年 1 1月分）講習会のご案内
長年の実績と信頼、理解し易い講習に努めています
各講習の日程表など詳細については、当協会ホームページにも掲載しております。

二次元バーコードからも
ご確認頂けます。

※次の理事会にて承認予定

  新 規 加 入 事 業 場 の ご 紹 介 (8月16日～9月15日）
協 会 支 部 名 事 業 場 名 所　在　地

北 部 支 部 ＫＩＮ電工株式会社 国頭村字奥間１２７番地

めんそ～れ
沖縄県

労働基準協会へ

項　目 講習名 実施日・実施会場 受講料等（テキスト代込み）

事 業 部
（教習センター）
（098）979-7897

979-9975

那　 覇　 支　 部
（098）868-2831

869-1714

中　 部　 支　 部
（098）937-0162

937-0163

ガス溶接技能講習
　  11/6（木）～8（土）

 中城講習会場　中城モール4階（中城村久場）
 美里工業高校 機械科溶接実習室（沖縄市泡瀬5-42-2）

13,100 円

小型移動式クレーン
運転技能講習

 11/１0（月）～1１（火）
　  中城講習会場（中城村久場　中城モール4階）

 A班11/12（水）、B班11/13（木）、C班11/14（金）
　  教習センター（うるま市州崎）

二科目免除　23,925 円
一科目免除　25,925 円

免除無　27,925 円

フォークリフト
運転技能講習

　  11/17（月）～11/21（金）　
 中城講習会場（中城村久場　中城モール4階）
 教習センター（うるま市州崎）　

47,150 円

特定化学物質・四アルキル
鉛等作業主任者技能講習

　  11/18（火）～11/19（水）
　  中城講習会場（中城村久場　中城モール4階） 14,980 円

巻上げ機（ウィンチ）
運転特別教育

　  11/4（火）～11/5（水）
 中城講習会場（中城村久場　中城モール4階）
 教習センター（うるま市州崎）

会　員　16,375 円
非会員　20,375 円

安全管理者選任時研修 　 11/13（木）～11/14（金）
　 中城講習会場（中城村久場　中城モール4階）

会　員　16,760 円
非会員　22,760 円

危険予知訓練
リーダー研修（KYT）

　  11/27（木）～２８（金）
　  中城講習会場（中城村久場　中城モール4階）

会　員　16,825 円
非会員　20,825 円

宮 古 支 部
（0980）73-1455

73-6511

玉掛け技能講習
　  11/18（火）～20（木）

 宮古建設会館（下里1199-12）
 先嶋建設(株)多目的広場

免除有　26,150 円
免除無　28,150 円

ガス溶接技能講習
　  11/29（土）～30（日）

 宮古工業高等学校　自動車実習棟A（2F視聴覚室）
 宮古工業高等学校　機械システム実習棟（1F溶接実習室）

13,100 円

八 重 山 支 部
（0980）88-5355

88-5360
玉掛け技能講習

　  11/18（火）～20（木）
 (株)沖電工　八重山営業所　３F会議室
 石垣港南ぬ浜町ふ頭用地

免除有　26,150 円
免除無　28,150 円

・ 各講習の日程表・受講申請書が必要な方・定員の確認は、各支部へお問い合わせください。
・ 受講予約者が定員に達している場合には、キャンセル待ちとなりますので、ご了承ください。
・ 八重山支部の学科講習は、( 株 ) 沖電工　八重山営業所 ３F 会議室（石垣市真栄里 865-1）で行います。入退室は、裏の階段をご利用下さい。

駐車場を利用する際には、スペースが限られていますので、出来る だけ乗り合いにて対応する等、駐車台数の抑制のご協力をお願いします。


